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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： o-クロロトルエン 
（別の呼称：2-クロロトルエン、1-クロロ-2-メチルベンゼン） 
CAS 番号：95-49-8 
分子式：C7H7Cl 
分子量：126.6 
構造式： 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は無色透明の液体である 1)。 
融点 -35.59℃2) 

沸点 158.97℃2) 

比重 1.0826(20/4℃)2) 

蒸気圧 3.43mmHg(25℃)3) 

n-オクタノール/水分配係数 
(log Pow) 3.424) 

水溶性 374mg/L(25℃)5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

分解性 
非生物的： 
（OH ラジカルとの反応性）：大気中における半減期は5.885 日と計算される 6)。 

BOD から算出した分解度： 
0％（試験期間：4 週間、被験物質：100mg/L、活性汚泥：30mg/L）7) 

生物濃縮係数（BCF）：41.6～87.2(試験期間：8 週間、試験濃度：0.45mg/L)、20～112(試
験期間：8 週間、試験濃度：0.045mg/L)7)  

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

PRTR 法の製造・輸入量区分は 100～1,000t の範囲である。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、染料・農薬・医薬中間体、中沸点溶剤である 1)。 
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２．暴露評価 
環境リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には特定の排出源の影響を受けていない一般環境等からの暴露を評価すること

とし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃度側のデータによって

暴露量の評価を行った。原則として統計的検定の実施を含めデータの信頼性を確認した上で

最大濃度を評価に用いている。なお、多数のデータが得られている場合は、95 パーセンタイ

ル値を参考として併記している。 

 

(1) 環境中分布の予測 

o-クロロトルエンの環境中の分布について、各環境媒体間への移行量の比率を EUSES モデ

ルを用いて算出した結果を表 2.1 に示す。なお、モデル計算においては、面積 2,400km2、人

口約 800 万人のモデル地域を設定して予測を行った 1)。 

 

表 2.1 o-クロロトルエンの各媒体間の分布予測結果 

 分布量(％) 

 大   気 

 水   質   

 土   壌 

 底   質 

        0.04 
        2.0 
       57.4 
       40.5 

 

(2) 各媒体中の存在量の概要 

o-クロロトルエンの水質及び底質中の濃度について情報の整理を行った。各媒体ごとにデ

ータの信頼性が確認された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出

した結果を表 2.2 に示す。 
 

表 2.2 o-クロロトルエンの水質、底質中の存在状況 

 

媒体 

 

幾何平均

値 

 

算術平均

値 

 

最小値 

 

最大値 

 

検出下限

値 

 

検出率 

 

調査地

域 

 

測定年

 

文献 

 

公共用水域・淡水  µg/L 
           
公共用水域・海水  µg/L 
 

底質（公共用水域・淡水）µg/g 
           
底質（公共用水域・海水）µg/g 

 

<0.3 
 

<0.3 
 

<11 
 

<11 

 

<0.3 
 

<0.3 
 

<11 
 

<11 

   

0.3 
 

0.3 
 

11 
 

11 

 

0/9 
 

0/12 
 

0/10 
 

0/12 

 

全国 

 

全国 

 

全国 

 

全国 

 

1989
 

1989
 

1989
 

1989

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

(3) 水生生物に対する暴露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

o-クロロトルエンの水生生物に対する暴露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように

整理した。水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共

用水域の淡水域では 0.3µg/L 未満程度、同海水域では 0.3µg/L 未満となった。 
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表 2.3 水質中の o-クロロトルエンの濃度 

平    均 最 大 値 等 媒 体 

濃    度 濃   度 

水 質 

  公共用水域・淡水 

 

 公共用水域・海水 

 

0.3µg/L 未満程度 (1989) 
 

0.3µg/L 未満 (1989) 

               
0.3µg/L 未満程度 (1989) 
 

0.3µg/L 未満 (1989) 
        注)：公共用水域･淡水は､河川河口域を含む｡ 
 

３．生態リスクの初期評価 

生態リスクの初期評価として、水生生物に対する化学物質の影響（内分泌撹乱作用に関す

るものを除く）についてのリスク評価を行った。 

(1) 生態毒性の概要 

本物質の水生生物に対する影響濃度に関する知見の収集を行い、その信頼性を確認したも

のについて生物群、毒性分類別に整理すると表 3.1 のとおりとなる。 
  

表 3.1 生態毒性の概要 
生物種 急 慢 毒性値 生物名 エンドポイント 暴露期間 信頼性 Ref.

  性 性 [µg/L]   /影響内容 [日] a b c No. 
藻類   ○ 3,690Selenastrum capricornutum NOEC   BMS 3 ○    環境省

   ○ 8,270Selenastrum capricornutum NOEC   GRO 3 ○    環境省

  ○   9,190Selenastrum capricornutum EC50   BMS 3 ○    環境省

  ○   12,800Selenastrum capricornutum EC50   GRO 3 ○    環境省

  ○   >100,000Scenedesmus subspicatus EC50   POP 4 ○    2997

      >100,000Scenedesmus quadricauda TT   POP 7    ○ 5303

甲殻類   ○ 140Daphnia magna NOEC   REP 21 ○    847

    ○ 313Daphnia magna NOEC   REP 21 ○    環境省

  ○   700Daphnia magna EC50   IMM 2 ○    環境省

  ○   20,000Daphnia magna EC50   IMM 1    ○ 847

魚類 ○   7,670Oryzias latipes LC50   MOR 4 ○    環境省

  ○   7,800Alburnus alburnus LC50   MOR 4    ○ 10905

その他     >80,000Entosiphon sulcatum TT   POP 3    ○ 5303
太字の毒性値は、PNEC 算出の際に参照した知見として本文で言及したもの、下線を付した毒性値は PNEC 算出の根拠とし

て採用されたものを示す。 
信頼性）ａ：毒性値は信頼できる値である、ｂ：ある程度信頼できる値である、ｃ：毒性値の信頼性は低いあるいは不明 
エンドポイント）EC50（Median Effective Concentration): 半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration): 半数致死濃度、NOEC

（No Observed Effect Concentration）: 無影響濃度、TT(Toxicity Threshold)：増殖阻害初期濃度 
影響内容）BMS（Biomass）: 生物現存量、GRO（Growth）: 生長（植物）、成長（動物）、IMM（Immobilization）: 遊泳阻害、

MOR（Mortality）: 死亡、POP(Population Changes):個体群の変化、REP（Reproduction): 繁殖、再生産 
 

 (2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群ごとに値の

最も低いものを整理し、そのうち最も低い値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適

用することにより、予測無影響濃度（PNEC）を求めた。 

急性毒性値については、藻類では Selenastrum capricornutum に対する生長阻害の 72 時間半
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］

数影響濃度（EC50）が 9,190 µg/L、甲殻類では Daphnia magna に対する遊泳阻害の 48 時間半

数影響濃度（EC50）が 700 µg/L、魚類では Oryzias latipes に対する 96 時間半数致死濃度（LC50）

が 7,670 µg/L であった。急性毒性値について 3 生物群（藻類､甲殻類及び魚類）の信頼できる

知見が得られたため、アセスメント係数として 100 を用いることとし、上記の毒性値のうち

もっとも小さい値（甲殻類の 700 µg/L）にこれを適用することにより、急性毒性値による PNEC
として 7 µg/L が得られた。 

慢性毒性値については、藻類では Selenastrum capricornutum に対する生長阻害の 72 時間無

影響濃度（NOEC）が 3,690 µg/L、甲殻類では Daphnia magna に対する繁殖阻害の 21 日間無

影響濃度（NOEC）が 140 µg/L であった。慢性毒性値について 2 生物群（藻類及び甲殻類）

の信頼できる知見が得られたため、アセスメント係数として 100 を用いることとし、上記の

毒性値のうちもっとも小さい値（甲殻類の 140 µg/L）にこれを適用することにより、慢性毒

性値による PNEC として 1.4 µg/L が得られた。 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値をアセスメント係数 100 で除した 1.4 µg/L
を採用する。 
 

(3) 生態リスクの初期評価結果 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

媒体 平均濃度 最大値[95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値]濃度

（PEC） 
PNEC PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水域 0.3µg/L未満程度 (1989) 0.3µg/L未満程度 (1989) <0.21 水質 
公共用水域・海水域 0.3µg/L未満 (1989) 0.3µg/L未満 (1989) 

1.4 
µg/L <0.21 

     注)：1) 環境中濃度での（）内の数値は測点年を示す。  

          2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む｡ 
 

 
 
 
 
本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域では 0.3µg/L 未満程度、海

水域は 0.3 µg/L 未満であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予

測環境中濃度（PEC）は、淡水域では 0.3µg/L 未満程度、海水域は 0.3 µg/L 未満であり、検出

下限値未満であった。これらの濃度は測定された年代が 1989 年度で最新のデータは得られて

いない。 
予測環境中濃度（PEC）と予測無影響濃度（PNEC）の比は、淡水域・海水域共に 0.21 未満

となるため、現時点では生態リスクの判定はできない。本物質の PRTR 法での製造輸入区分

は 100～1,000t の範囲で、PNEC 値が 1.4µg/L と小さい値を示している。したがって、今後は

検出下限値を見直した上で、環境中濃度の測定等を優先的に行う必要があると考えられる。 
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